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表
１
に
該
当
す
る
か
た
は
、
申

請
す
る
と
福
祉
医
療
の
受
給
者
証

が
交
付
さ
れ
ま
す
。
診
療
を
受
け

る
際
、
こ
の
受
給
者
証
と
健
康
保

険
証
を
一
緒
に
医
療
機
関
に
提
出

す
る
と
、
保
険
診
療
の
自
己
負
担

分
が
無
料
に
な
り
ま
す
。
今
ま
で

申
請
を
し
て
い
な
か
っ
た
か
た

は
、
社
会
福
祉
課
へ
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

ま
た
、
所
得
制
限
を
超
え
て
い

る
た
め
該
当
し
な
か
っ
た
か
た
で

も
、
修
正
申
告
な
ど
に
よ
り
平
成

13
年
度（
12
年
中
）の
所
得
が
少
な

く
な
っ
た
り
扶
養
人
数
が
増
え
た

と
き
も
、
交
付
さ
れ
る
場
合
が
あ

り
ま
す
。

社
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福
祉
課
福
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医
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担
当
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●福祉医療費助成制度は、毎年８月１日から翌年７月31日まで
を１年度としています。平成13年度(平成13年８月１日～平
成14年７月31日)の受給者証の交付にあたっては、平成13年
度(平成12年中)の所得の確認が必要となります。

問
い
合
わ
せ

福祉医療

福
祉
医
療
費
助
成
制
度
の
申
請
を

乳
幼
児
、
心
身
障
害(

児)

者
、
母
子
父
子
家
庭
の
か
た

●表１でいう「社会保険本人」とは「市町村国民健康保険とその
他の国民健康保険組合以外の健康保険に加入している被保険
者」をさします。

お
子
さ
ん
の
受
診
…

気
に
な
る
所
得
制
限
は
？

福
祉
医
療
費
助
成
制
度
で
２
歳
以
上
の
乳
幼
児

が
通
院
す
る
場
合
、
所
得
制
限
が
あ
り
ま
す
。

平
成
13
年
度（
平
成
12
年
中
の
所
得
）の
総
所
得
額

か
ら
、
社
会
保
険
料
控
除
一
律
８
万
円
、
配
偶
者
特

別
控
除
額
等
を
控
除
し
た
額
を
表
２
と
比
べ
、
基
準

額
を
超
え
る
場
合
は
制
度
に
該
当
し
ま
せ
ん
。

ま
た
、
父
母
の
所
得
は
合
算
せ
ず
、
所
得
者
ひ
と

り
ず
つ
の
所
得
額
で
比
べ
ま
す
。

＊扶養親族が１人増すごとに、所得
基準額に38万円が加算されます

総
所
得
額
の
確
認
は
通
知
書
で

Ａ．

サ
ラ
リ
ー
マ
ン
で
市
・
県
民
税
を
給
料
か
ら
控
除

さ
れ
て
い
る
か
た
…
市
民
税
・
県
民
税
特
別
徴
収
税

額
通
知
書
の
「
総
所
得
金
額
①
」
欄
の
額

Ｂ．

Ａ
以
外
の
か
た
で
、
市
・
県
民
税
を
納
税
通
知
書

で
納
付
し
て
い
る
か
た
…
市
民
税
・
県
民
税
納
税
通

知
書
の
３
枚
目
に
綴
ら
れ
て
い
る
明
細
書(

所
得
・

控
除)

の
「
総
所
得
①
＋
②
」
欄
の
額

表１

表２　乳幼児の所得基準


